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１ ナラ枯れ被害について

ナラ枯れ被害は、ナラ類、クリ、シイ、カシ類等の樹木

が枯れる被害です。１９３０年代に鹿児島県、１９５０年

代に山形県などで一部被害あったものの数年で収束してい

ましたが、１９９０年以降は収束せず、２０００年度（平

成１２年度）に１２府県の区域で、材積３万２千㎥だった

枯損被害が、２００９年度（平成年２１年度）には２３府

県に２３万㎥と被害が拡大しました。

被害が拡大すると山には葉が赤く変色した枯木が目立つ

ようになり、景観や水源涵養機能、国土保全上の問題とな

ります（写真1)。

また、道路や民家沿いでの枯木は倒れる可能性

もあり危険です。

ナラ枯れ被害は、樹木を枯らす病原菌「ナラ菌」

とその菌を媒介する昆虫による｢樹木の伝染病」で

す。「ナラ菌」を伝染させ、被害を拡大させている

媒介昆虫がカシノナガキクイムシ（以下カシナガ）

です（図1）。

２ カシナガとは

カシナガは体長５ｍｍほどの甲 虫です。雌の

背中には菌嚢と呼ばれる穴があり、ここにナラ菌

を入れ、被害木から健全木へ運びます。 （写真2）。

健全木へ穿入したカシナガは

ナラ菌を感染させます。ナラ菌

が感染・繁殖した木は通水機能

が失われることで枯れてしまい

ます。カシナガは、６月頃被害

木のナラ菌を体に持ち飛散し、

７月にかけてナラ類に穿入しま

す。先に穿入したカシナガは、

仲間を呼び集めるため「集合フ

ェロモン」を発散します。８月

（図1 ナラ枯れの仕組み）

（写真1 喜多方市被害箇所）

（写真2 カシナガの成虫）



頃集合フェロモンと、木から発生するにおい物質カイロモンにより多くのカシナガが引き寄せら

れ、１本の木に１千頭以上のカシナガが集中穿入します。雌が穿入し、ナラ菌が植付けられ幹で

繁殖・蔓延すると通水機能が失われ、葉はしおれ、やがて変色し枯れていきます。越冬した幼虫

は６月に羽化し、再び脱出・飛散します（図2）。

被害木の幹には、カシナガが穿入した１．５ mm ～２．０ mm 程の穴があり、そこから「フ

ラス」と呼ばれる木くずと排泄物の混在した粉が排出され、木の根元などに堆積します（写真3）。

３ 福島県内の被害状況と会津署の取組

右のグラフは福島県内のカシナガ被害

量の推移を表したものです（グラフ1）。

平成２２年から減少しているものの、

依然被害量は多く、継続した防除が必要

です。

このような状況で、会津署では平成１

７年度から伐倒駆除を実施し、平成２２

年度にはおとり木法を試行するなど積極

的に防除に取り組んできましたが、平成

２３年度から、山形県森林研究研修セン

ターとの共同研究として「おとり丸太法」による防除の試行を始めました。

４ おとり丸太法とは

「おとり丸太法」とは、コナラやミズ

ナラの健全木から採取した丸太を、被

害地付近の人工林内林道沿いに設置し、

合成フェロモン剤を装着しカシナガを

誘引捕獲することで、一定の区域に対

し面的に防除する方法です。

「おとり丸太法」は２０～５０㎥の丸

太を集積する「大量集積法」と、丸太

を段組したり、小集積する「簡易法」

の２種類があります（図3）。

（図2 カシナガの生活史） （写真3 堆積したフラス）

（グラフ1)

（図3 おとり丸太法）



５ 具体的な取組

（１）設置場所の選定

・被害箇所周辺に丸太が設置できる人工林があること。

・林道等があり容易に丸太を搬送・設置できること。

・調査を行いやすいよう署から近い場所であること。

を条件に「大量集積法」と「簡易法」を 1 箇所ずつ設定することとしました。

（２）平成２３年度の取組

ア 大量集積法の設置

（ア）設置箇所

会津若松市内１０林班（位置図 1）、オレン

ジ色部分が被害箇所です。温泉街からの景観

保全も考慮し、被害の拡大防止のため設置し

ました。

（イ）設置方法

使用する丸太は、コナラの健全木を１ヶ月

以内に伐採し採取した、末口径１５㎝以上、

長さ２ｍの丸太としました。

末口径１５㎝以上としたのは、この太さ以

上の立木によくカシナガが穿入することから

です。

この丸太を、木口から発生するにおい物質カイロモンが広がるように、木口を林道側に

向け、高さ１ｍ程度に２０㎥設置しました。カシナガは乾燥した木には入りにくいので、

特に上部の丸太の乾燥を防ぐ目的で、丸太に枝条をかぶせて覆う独自の工夫を行いました。

木口付近に合成フェロモンを装着し（写真 4）、カシナガが羽化する６月中に設置を完了

しました（写真5）。

（ウ）穿入状況

８月、カシナガが穿入した穴（穿入孔）から排出された大量のフラスが確認できました

(位置図1 H23年度大量集積法設置箇所）

（写真4 合成フェロモン） （写真5 H23年度大量集積法設置状況）



（写真6）。

また、上部の丸太にも同様に大量のフラスが見られ、枝条を覆ったことで乾燥を防ぎ下

部の丸太と近い条件を保つことが出来たと考えられます（写真 7）。

イ 簡易法の設置

（ア）設置箇所及び設置方法

会津若松市内２林班（位置図2）、オレンジ色部分の被害箇所付近に２箇所に分けて、

スギ人工林内に井桁に組んだ丸太を２．６㎥設置しました（写真8）。

（イ）穿入状況

量集積法と比較すると、穿入孔の数やフラスが少ないことがわかります（写真9）。

（写真6 大量集積法穿入状況） （写真7 上部の丸太 穿入状況）

（位置図2 H23簡易法設置箇所） （写真8 簡易法設置状況）

（写真9 簡易法穿入状況）



ウ カシナガ穿入数調査方法

穿入が終了する８月以降に、集積の中段の

丸太を２０本抽出し、一部分の長さと幅を計

測しその部分の面積を求めます。その面積部

分の穿孔数をカウントし、観察面積と丸太の

全表面積の係数により丸太全体の穿孔数を求

めます（写真10）。１つの穿孔には雄、雌で

平均１．４頭が穿入しているという調査結果

があるため（山形県森林研究研修センター調

査）、穿孔数に１．４を掛けると穿入してい

る虫の数が推定できます。

エ 試行結果

大量集積法では、２０㎥の丸太に約２８万５千頭、１㎥あたり約１万４千頭捕獲できまし

た（表 1）。
また、設置した翌年、周辺では新たな被害木は確認されませんでした。

簡易法では、２．６㎥で約１千頭、１㎥あたり約４００頭の捕獲となりました。簡易法は

全丸太の穿入孔の数をカウントしています。

１千頭のカシナガの穿入で１本の木を枯らすとすると、調査結果から大量集積法では２８

５本の枯死を防いだ計算になります。さらに、丸太設置以降、被害が確認されていないこと

から、おとり丸太法による防除が有効であることが確認できました。

また、丸太を枝条で覆ったことで、効率よくカシナガが捕獲できました。

簡易法は、捕獲密度、捕獲数量が少なく効率が悪いことがわかりました。

これらのことから平成２４年度は新たな箇所に大量集積法のみを行うこととしました。

（３）平成２４年度の取組

（写真10 カシナガ穿入調査）

（表 1 H23 年度大量集積法穿入調査結果）



ア 設置箇所及び設置方法

金山町５４８林班（位置図 3）、オレンジ色部分に被害があります。隣接するスギ林内に

大量集積法を１箇所、前年度と同じ方法で21㎥設置しました。

イ 試行結果

２１㎥に約４０万８千頭、１㎥あたり約１万

９千頭捕獲しました（表 2）。４０１本の枯死を

を防いだ計算になります。昨年度の結果より捕

獲密度が高く、この箇所での防除効果が確認で

きました。

しかし、捕獲密度が高いと言うことは、カシ

ナガの生息密度も高いと考えられ、この場所は

被害の収束までには至っていないと判断し、平

成２５年度も同じ箇所に設置することとしまし

た。

（４）平成２５年度の取組

ア 設置箇所及び設置方法

➀ 前年度と同じ箇所 金山町５４８林班

② 新たな箇所 会津美里町５１９林班（位置図4）

平成２３年まで被害が確認され、被害が北東部に

拡大する可能性を考え設置箇所としました。

前年度までと同じ方法で各々２０㎥設置しまし

た。

イ 試行結果

設置箇所➀では２０㎥で約２９万頭、１㎥あたり

（位置図3 H24設置箇所）

(表2 H24年度試行結果）

（位置図4 H25年度計設置箇所②）



約１万５千頭の捕獲となり、２９０本の枯死を防いだ計算になります（表3）。捕獲密度は

昨年度の１万９千頭からは減少しましたが、収束する数値には至っていないと判断し、さら

に次年度に同じ箇所に設置する計画としています。

設置箇所②では２０㎥で約２万２千頭、１㎥あたり約１千頭の捕獲となりました(表4)｡

この結果から、捕獲密度が低く、被害は収束しており、拡大や移動の可能性は低いと考え

られ、次年度はこの場所におとり丸太を設置することは不要と判断しました。

６ 使用した丸太の利用

使用した丸太は、カシナガの羽化する前の５月までには焼却や破砕などの処理を行い駆除する

必要があります。継続しておとり丸太法を試行するためにはこの処理をどのように行うかが課題

(表3 H25設置箇所➀ 試行結果）

（表4 H25 設置箇所② 試行結果)



でした。会津署では使用した丸太を利用できないかと考え、平成２３年度は地元の炭焼業者に売

払い、炭に再利用しました。

平成２４年度、２５年度は、会津若松市内で最近稼働したバイオマス発電所の燃料用チップと

して売払い、「おとり丸太は燃料用チップへ」の流れを確立しました（写真11）。

７ まとめ

おとり丸太の大量集積法により、被害地または被害跡地で１㎥あたり平均１万７千頭のカシ

ナガが捕獲でき、平成２３年度設置箇所ではその後被害の拡大がないことから、「おとり丸太法」

の防除の有効性を確認できました。丸太に枝条を被せる工夫により、効率よくカシナガを捕獲す

ることができました。

おとり丸太を同じ箇所に複数年設置することで、カシナ

ガの生息数の推移を確認することができ、また、穿入数の

密度により被害の収束を判断することができました。そし

て、使用した丸太を、会津署ではバイオマス発電所の燃料

用チップとして利用することができました。

また、ナラ枯れ被害対策については、県や市町村、森林

組合と現地検討会を実施し防除技術の向上や情報交換を行

っています（写真12）。

ナラ枯れ被害は官民の垣根を越えて取り組む必要があり

ます。今後も連携しながら、民有林も含めた防除を実施で

きるよう取組を進めていきます。

最後に、本取組にあたりご指導・ご協力いただきました山形県森林研究研修センター研究主幹

齊藤正一氏に感謝申し上げます。
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